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一度に出せるごみの量はそれぞれ決まっています。ごみを出すときは計画的に出しましょう。
12月は大掃除をされる方もいらっしゃいますよね、資源化物の出し方は以下のようにお願いします。

①木枝は、1本の長さが1m50cm以内・直径10cm以内で、人　
が持てる程度の重さで束ねて出してください。重過ぎる場合　
は、回収できないことがあります。
②一度に出す木枝の量は、木枝の束を6つまでです。多い場合
　には、日を分けて出してください。
　重過ぎる場合は、回収できないことがあります。
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雑がみの出し方

牛乳パックの出し方
①水でよくすすぎます。
②切り開いて乾燥させます。
③完全に乾燥したら、十文字
　にひもで縛ってください。

①金属類、プラスチック製、クリップ類、布類、粘着テープなどの異物を取リ除いてください。
②雑がみだけを集めて縛って出すか、本などにはさんで縛って出してください。

● 種類ごとに、ひもで束ねてください。
● ごみ袋に入れないで出してください。
● エコひもをご利用ください。(推奨)
● 雨の日は翌週に出してください。 
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※木枝類は資源ごみとして回収しますが、
　草や短い枝の束、袋詰めの草、枝、木の葉は
　枯らしてもえるごみとして出してください。

①異物は取り除いて水でよくすすいでください。
※①ペットボトルは潰して下さい。潰すことで、ごみ袋に多く入れるこ
　　とができ、ごみ袋の節約とごみ減量になります。
②種類ごとに市販の透明・半透明袋に分けて出してください。
③ラベル、プラスチックふたはもえるごみに出してください。
④化粧品のビンはもえないごみに出してください。

使用済てんぷら油は、使用済ペットボトルに
入れて出してください。
　注意①ラードなどの動植物油は紙等にしみ
　　　　込ませてもえるごみに出してください。
　注意②ペットボトルサイズは指定しません。
　注意③資源ごみ袋には入れないでください。
※鉱物油(エンジンオイル等)は絶対混ぜない
　でください。

食用油のみ
回収します

※市販の透明・半透明の袋に入れて必ず縛って出してください。

① ②

③木枝以外のごみや土、木   
　の根は混ぜない。

④草や短い枝、木の葉は
枯らしてもえるごみ（指
定袋に入れて）に出して
ください。

⑥出し方が守られてない
　木枝については、回収で
　きない場合があります。

⑤木材・ベニヤ板・角材な
　どはリサイクルできませ
　んので、混ぜて出さない
　でください。

年末は大忙し！！

年末年始のごみ収集について
年末年始のごみ収集の日程は、次のとおりとなっています。年内は通常どおり収集しますが、年明け1月1日
から3日までは、ごみの収集はお休みとなりますので、よろしくお願いします。

12月28日（水）
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12月29日（木） 12月30日（金） 12月31日（土） 1月1日（日） 1月2日（月） 1月3日（火） 1月4日（水）

違法なごみ処理に関わっていませんか

【お問い合わせ】
（環 境 全 般）総務部生活環境安全課　環境保全係　☎945-5018
（農　　　地）西     原     町      農      業      委    員    会　☎945-5281
（道路・河川）建　設　部　土　木　課　庶　務　係　☎945-4415

　廃棄物の野外焼却（家庭での焼却を含む）、いわゆる野焼きは（一部許可を除き）
法律で禁止されており、野焼きをすると罰則の対象となります。
例えば「地面に穴を掘っての焼却」「ドラム缶焼却」「ブロック積み焼却」などは、
全て罰則の対象です。
　野焼きは、付近住民の方への迷惑行為に当たり、有害物質発生の原因にも
なります。野焼きはやめましょう。

野外焼却（野焼き）の禁止について

こまめに草を刈り、常に見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
柵をする、土のうを積む、入口に鍵・鎖を設けるなど、進入されにくい環境を作りましょう。
定期的に見回りするなど、常に土地の状況を把握しておきましょう。

不法投棄の予防策（例）

あなたのごみ、不法投棄に関わっていませんか

自分の土地（財産）を守るのは、所有者自身です。
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５年以下の懲役又は
1,000万円以下の

罰金です！

ごみの減量化と分別収集にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。
年末大掃除の前に、お知らせとお願いです。

※農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却行為については、例外として認められていますが、都市化が進み、
焼却行為が発生するとすぐに苦情が寄せられる現状を踏まえ、本町では、農家のみなさまには、可能
な限り焼却しないようにご協力をお願いします。

※家庭ごみは町が委託・許可した収集業者以外は収集できません。

　ご家庭の大掃除で出るごみを、「安い値段で引き取れます」という無許可業者に渡していない
でしょうか。
　近年、安価で回収できるといいながら高額な料金を請求したり、お金になる金属部分だけを
抜き取って不要な部分は不法投棄するなどの悪質業者が多数存在します。
　これらの業者に不用品などを引き渡すことで、違法行為に関わってしまわないようご注意ください。

不法投棄および廃棄物の
焼却禁止に違反した場合は


